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機畜産と動物福祉を考える

器元泉 “ゞ~麓"函

平成17年に有機JAS畜産物の認証制度が

できた。しかし国内で認証されている有機

牛は約900頭、有機豚はゼロ、有機鶏は約

3万羽だそうである（農水省：有機JAS規

格に関する意見交換会資料H22.2.9より）。

牛だけをみてもオーストラリアでは約35万

頭、イギリスやドイツでも20万頭を超えて

いる。なぜ日本において有機畜産の普及が

遅れているか？農水省での検討会では、認

証制度が「家畜生産農家」と「と畜場」を

一体的に管理する生産行程管理者が認定を

とらなくてはならないとしている有機JAS

にネックがあるのではないかとしている。

つまり牛でいうと、肉用牛を供する肥育業

者がと畜場を一体として経営している場合

に有機JAS認定を受けることができると

なっていて、繁殖牛生産農家などは対象に

ならないというわけである。

さて、昨年12月鹿児島大学において日本

有機農業学会第10回大会が開催され、その

中で｢有機畜産の現状と課題｣と題するセッ

ションを設けた。そこでは現在用畜に偏っ

た日本の畜産のあり方を見直し、役畜やふ

ん畜としての利用を位置づけることで、未

利用資源の有効利用も含めた総合的な有機

畜産の道筋が見えるのではないかとし、有

機採卵鶏、アイガモ・ガチョウの見直し、

エコフィードによる放牧養豚、外給資材に

よらない有畜複合経営の事例が発表され

た。事例のいずれもが化学肥料・農薬に頼

らない資源循環型の有機的畜産といえるも

のであるが、有機JAS畜産物の認定対象と

はならないものであった。品質表示から始

まった日本の有機農産物の認証制度の限界

を示している。

その一方で、日本で有機畜産が普及しな

いもう一つの要因として動物福祉の視点の

弱さがあるのではないかと感じている。も

ちろん有機JAS規格には生産の方法として

｢動物の生理学的及び行動学的要求に配盧

して飼養する」という動物福祉の原則が

入っている。この原則にしても、認定の技

術的基準にしても、欧米の基準に照らして

不徹底だという意見もある。またシーシェ

パードなどを持ち出すのは論外だが、欧米

との文化．風土の違いがあることも事実で

ある。しかし例えば、競馬ブームといわれ

ながら地方競走馬では年間約3000頭は事故

扱いとなり、処分されている。また’兆円

を超える市場規模になったペットブームだ

が、減少してきたとはいえ年間約20万匹の

犬猫が殺処分されている。イギリスやドイ

ツの動物保護法では飼い主を厳しく規定

し、競走馬にしても犬猫にしても殺処分は

行われず、寿命を全うする手だてがとられ

ている。愛玩動物と産業動物を一律に論じ

るのは間違いかもしれないが、日本におい

ては動物福祉の理念は一般に動物の飼育

者．飼い主に十分浸透していない。このこ

とが、有機畜産の理念を追求したり、有機

畜産物の規格基準あるいは表示の原則を

作ったりする際にも、さらには消費者に有

機畜産物を理解してもらうときにも反映

し、普及を遅らせているのではないかと感

じるのである。

（いわもといずみ・鹿児島大学農学部長）
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